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議会運営委員会会議録 

 

令和６年１２月５日 木曜日 

  午後２時４５分開議 

  午後３時０９分閉議（実時間２４分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．付議案件について 

１．その他 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  増 田 一 喜 君 

副委員長  橋 本 貴 喜 君 

委  員  上 村 哲 三 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  北 園 武 広 君 

委  員  友 枝 和 也 君 

委  員  中 村 和 美 君 

委  員  成 松 由紀夫 君 

委  員  橋 本 幸 一 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

議  長  村 川 清 則 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 総務企画部長     田 中   孝 君 

 財務部長       松 川 由 美 君 

 議会事務局長     小 野 高 信 君 

  議会事務局次長   土 田 英 雄 君 

                              

○記録担当書記     中 川 紀 子 君 

            田 島 麗 子 君 

 

（午後２時４５分 開会） 

○委員長（増田一喜君） それでは、ただいま

から議会運営委員会を開会いたします。 

                              

◎付議案件について 

○委員長（増田一喜君） それでは、まず、

１、付議案件についてを議題とし、（１）委員

会付託の（イ）議案２４件について説明を求め

ます。 

○議会事務局長（小野高信君） 議会事務局、

小野でございます。よろしくお願いいたしま

す。本会議終了後でお疲れのところではありま

すけれども、よろしくお願いいたします。 

 それでは、１、付議案件の（１）委員会付託

（イ）の議案２４件について御説明いたしま

す。失礼ですが、着座にて御説明させていただ

きます。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○議会事務局長（小野高信君） それでは、タ

ブレット端末の委員会付託表（議案）を御覧い

ただきたいと思います。 

 今回、委員会への付託予定案件は、予算議案

７件、事件議案１２件、条例議案５件の計２４

件でございます。 

 まず、令和２年７月豪雨に関する特別委員会

では、議案第１３３号の関係分の予算議案１件

でございます。 

 次に、経済企業委員会では、議案第１３３号

の関係分及び１３７号、１３８号の予算議案３

件、議案第１４０号、１４５号、１４６号、１

４７号、１４８号、１４９号、１５０号、１５

１号の事件議案８件の計１１件でございます。 

 次に、文教福祉委員会では、議案第１３３号

の関係分及び１３４号、１３５号、１３６号の

予算議案４件、議案第１４２号、１４３号、１

４４号の事件議案３件、議案第１５６号の条例

議案１件の計８件でございます。 

 次に、建設環境委員会では、議案第１３３号

の関係分及び１３９号の予算議案２件、議案第
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１５４号、１５５号の条例議案２件の計４件で

ございます。 

 最後に、総務委員会では、議案第１３３号の

関係分の予算議案１件、議案第１４０号、１４

１号の事件議案２件、議案第１５２号、１５３

号の条例議案２件の計５件でございます。 

 なお、議案第１３３号及び議案第１４０号に

ついては、次ページ以降にそれぞれの歳入の文

言事項及び歳出の款項目別の付託表を添付いた

しておりますので、御確認いただければと思い

ます。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） ただいま説明が終わ

りましたが、何か質疑はございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 それでは、議案２４件については、付託表の

とおり、その審査を特別委員会及び各常任委員

会に付託することといたしたいが、これに御異

議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 次に、（ロ）請願・陳情について説明を求め

ます。 

○議会事務局長（小野高信君） 続きまして、

（ロ）の請願・陳情について御説明申し上げま

す。 

 定例会開会日翌日の１１月２６日の午後５時

までに提出されました請願・陳情はございませ

ん。 

 なお、委員会への参考送付分といたしまし

て、協議事項・レジュメに記載のとおり１件を

受理しましたので、前回報告の４件と合わせま

して５件、担当委員会に参考まで送付させてい

ただきます。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） ただいま請願・陳情

について説明が終わりましたが、何か質疑はご

ざいませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 次に（２）市長追加提出予定議案１０件につ

いて説明を求めます。 

○総務企画部長（田中 孝君） 皆さん、こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）総務

企画部田中でございます。本会議に引き続き、

お疲れのところ申し訳ありませんが、よろしく

お願いいたします。着座にて説明させていただ

きます。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○総務企画部長（田中 孝君） それでは、タ

ブレットの令和６年１２月定例会提出予定議

案、一般質問最終日提出予定を御覧ください。 

 あした１２月６日、一般質問最終日に追加提

出を予定しております議案は、予算議案が６

件、事件議案が１件、条例議案が３件の合計１

０件でございます。 

 まず、予算議案６件につきまして、松川財務

部長から御説明いたします。 

○財務部長（松川由美君） 皆様、こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）財務部松

川でございます。 

 あしたの一般質問終了後に、予算議案を６

件、追加提案させていただく予定でございます

ので、その内容につきまして説明させていただ

きます。 

 申し訳ございませんが、着座にて説明させて

いただきます。 

○委員長（増田一喜君） どうぞ。 

○財務部長（松川由美君） 今回の補正予算

は、一般会計のほか、特別会計が３会計、企業

会計が２会計でございます。 

 まず、議案第１５７号・令和６年度八代市一

般会計補正予算・第１２号でございます。 

 補正予算の総額は２億４２２０万円でござい
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まして、その内容は大きく四つでございます。 

 一つ目は、人事院勧告に準じた給与改定及び

人事異動等に伴う人件費の補正でございまし

て、２億２７８７万２０００円を予定しており

ます。 

 本年度の人事院勧告に準じ、議員、特別職、

一般職、会計年度任用職員の給与改定を行うと

ともに、人事異動、育児休業や退職による影響

分等を加えまして、共済組合負担金の率改定に

よる影響分について調整を行ったものでござい

ます。 

 一般会計での対象者は、議員さん方を含めた

特別職が３１人、一般職が１０６２人、会計年

度任用職員が４９７人となっております。ま

た、今回補正をいたします三つの特別会計及び

二つの企業会計も、この一般会計同様、給与改

定や人事異動等に伴い所要の調整を行うものと

なりますが、三つの特別会計に対する一般会計

からの繰出金として、総額６４０万３０００円

も予定しております。 

 内容の二つ目が、農林水産業費の経営継承・

発展支援事業で、１００万円を予定しておりま

す。 

 これは、地域農業の担い手の経営を継承した

後継者が、経営発展に関する計画に基づく取組

を行う際に必要な経費について、その一部を補

助するという事業でございまして、１１月下旬

に県から補助事業者について内示があったこと

から追加補正するものでございます。 

 内容三つ目が、土木費の民間建築物耐震化促

進事業で、４５２万５０００円を予定していま

す。 

 これは、今年１月の能登半島地震における甚

大な被害状況を踏まえ、今般、熊本県が戸建て

木造住宅耐震改修等緊急促進事業を創設したこ

とに伴い、本市でも住宅の耐震化を加速させる

ため、耐震改修等に要する経費の一部を補助す

ることとするものでございます。 

 なお、事業完了には年度末まででは期間が短

いため、補助金等を限度額として繰越明許費の

設定をすることといたしております。 

 四つ目が、教育費で、バドミントンアジアジ

ュニアチャンピオンシップ誘致事業として２４

０万円を予定しております。 

 これは、令和８年度に行われますバドミント

ンアジアジュニア選手権について、１１月下

旬、アジアバドミントン連盟により、本市での

開催が決定されたことから、アジアバドミント

ン連盟と基本合意書を取り交わすための経費に

ついて補正するものでございます。 

 以上が、追加提案予定の議案第１５７号・令

和６年度八代市一般会計補正予算・第１２号の

内容でございます。 

 続きまして、議案第１５８号から同第１６２

号までは、特別会計及び企業会計の補正予算議

案でございまして、先ほど申し上げましたよう

に全て、一般会計同様、人事院勧告に準じた給

与改定及び人事異動等に伴う所要の調整を行う

ものでございます。 

 まず、特別会計の議案第１５８号・令和６年

度八代市国民健康保険特別会計補正予算・第３

号では、補正額２１０万８０００円で、一般職

１６人、会計年度任用職員１１人分でございま

す。 

 次、議案第１５９号・令和６年度八代市後期

高齢者医療特別会計補正予算・第１号では、補

正額３９６万２０００円の減額でございまし

て、一般職８人、会計年度任用職員２人分でご

ざいます。 

 次、議案第１６０号・令和６年度八代市介護

保険特別会計補正予算・第３号では、補正額１

０３３万５０００円で、一般職３３人、会計年

度任用職員２４人分でございます。 

 次、企業会計です。議案第１６１号・令和６

年度八代市水道事業会計補正予算・第２号で

は、補正額９３９万１０００円で、一般職１２
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人分です。 

 最後、議案第１６２号・令和６年度八代市下

水道事業会計補正予算・第２号では、補正額９

０９万８０００円で、一般職３０人分でござい

ます。 

 以上が、明日、追加提案予定の予算議案６件

の概要でございます。 

 財務部からの説明は以上でございます。 

○総務企画部長（田中 孝君） 続きまして、

事件議案１件と条例議案３件につきまして御説

明いたします。 

 事件議案の議案第１６３号・契約の締結につ

いては、八代市衛生処理センター解体工事につ

いて、契約金額３億７３３２万６８００円で、

吉田開発・岡崎工業建設工事共同企業体と契約

を締結しようとするものでございます。 

 続きまして、条例議案３件について御説明い

たします。 

 議案第１６４号・八代市議会議員の議員報酬

等に関する条例の一部改正について及び議案第

１６５号・八代市長等の給与に関する条例の一

部改正については、それぞれ人事院勧告に基づ

く特別職の国家公務員の給与改定に準じ、市議

会議員及び市長等の期末手当の支給月額の引上

げを行うものでございます。 

 議案第１６６号・八代市一般職の職員の給与

に関する条例等の一部改正については、人事院

勧告に基づく一般職の国家公務員の給与改定に

準じ、一般職の職員について、初任給をはじ

め、若年層に重点を置いた給料月額の引上げと

期末勤勉手当の支給月数の引上げを行うもので

ございます。 

 以上が、あした一般質問最終日に追加提出を

予定しております予算議案６件、事件議案１

件、条例議案３件の概要でございます。よろし

くお願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） ただいま説明が終わ

りましたが、何か質疑はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） それでは、市長追加

提出予定議案１０件についての委員会付託につ

いて協議いたします。 

 付託はいかがいたしましょうか。付託につい

てはいかがいたしますか。 

○委員（山本幸廣君） 付託をお願いします。 

○委員長（増田一喜君） 付託ありの意見があ

りますけど、それでよろしいですか。（｢は

い」と呼ぶ者あり） 

 それでは、お諮りいたします。 

 市長追加提出予定議案１０件については、委

員会付託とすることに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 タブレット端末の付託表を御確認ください。 

 それでは、委員会の付託先について説明を求

めます。 

○議会事務局長（小野高信君） それでは、市

長追加提出予定議案１０件の委員会の付託先に

つきまして、すいませんが着座にて説明させて

いただきます。 

○委員長（増田一喜君） どうぞ。 

○議会事務局長（小野高信君） タブレット端

末の委員会付託表（追加議案）を御覧いただき

たいと思います。 

 まず、議会運営委員会では、議案第１６４号

の条例議案１件でございます。 

 次に、経済企業委員会では、議案第１５７号

の関係分及び議案１６１号の予算議案２件でご

ざいます。 

 次に、文教福祉委員会では、議案第１５７号

の関係分及び議案第１５８号、１５９号、１６

０号の予算議案４件でございます。 

 次に、建設環境委員会では、議案第１５７号

の関係分及び議案第１６２号の予算議案２件、

議案第１６３号の事件議案１件の計３件でござ
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います。 

 最後に、総務委員会では、議案第１５７号の

関係分の予算議案１件、議案第１６５号及び１

６６号の条例議案２件の計３件でございます。 

 なお、議案第１５７号・令和６年度八代市一

般会計補正予算・第１２号については、次ペー

ジにそれぞれの歳入の文言事項及び歳出の款項

目別の付託表を添付しておりますので、御覧い

ただきたいと思います。 

 説明は以上です。 

○委員長（増田一喜君） ただいま説明が終わ

りましたが、何か質疑はございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 それでは、追加議案１０件については、タブ

レット端末の付託表のとおり、その審査を各常

任委員会に付託することといたしたいが、これ

に御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 なお、議案審査のため、議会運営委員会を明

６日の本会議終了後に開催することとなります

ので、御承知おき願います。 

 ここで執行部は御退室ください。 

（執行部 退室） 

○委員長（増田一喜君） 次に、（３）その他

についての（イ）八代市議会の個人情報の保護

に関する条例の一部を改正する条例案について

の説明を求めます。 

○議会事務局長（小野高信君） それでは、

（３）その他の（イ）八代市議会の個人情報の

保護に関する条例の一部を改正する条例案につ

いて、すいませんが着座にて説明させていただ

きます。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○議会事務局長（小野高信君） 資料は、タブ

レット端末の、八代市議会の個人情報の保護に

関する条例の一部を改正する条例案及び八代市

議会の個人情報の保護に関する条例新旧対照

表、全国市議会議長会から発出されております

刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部

を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等

に関する法律の施行に伴う市議会の個人情報の

保護に関する条例（例）の一部改正についての

通知の写しの６枚でございます。 

 改正の趣旨といたしましては、各受刑者の特

性に応じ、その改善更生及び再犯防止を図るた

めに、より柔軟な処遇の実施を可能にしようと

することを目的として、刑法等の一部を改正す

る法律（令和４年法律第６７号）が令和７年６

月１日に施行されることに伴い、所要の改正を

行うものでございます。 

 改正の内容でございますが、別紙、八代市議

会の個人情報の保護に関する条例新旧対照表の

２ページ目、第６章罰則、第５５条、第５６

条、第５７条を御覧ください。 

 刑法の一部改正において、懲役及び禁錮を廃

止し、拘禁刑を創設する改正が行われますこと

から、懲役としておりましたのを、改正案では

拘禁刑としております。 

 施行期日及び罰則の適用等に関する経過措置

につきましては、八代市議会の個人情報の保護

に関する条例の一部を改正する条例案の附則を

御覧ください。施行期日は、刑法等の一部を改

正する法律の施行日である令和７年６月１日と

し、条例の施行前にした行為の処罰について

は、なお従前の例によるとして、所要の経過措

置を設けております。 

 今回の主な改正点は以上でございますが、併

せまして、一部条項の字句の整理及び条例の名

称等に誤りがございましたことから訂正を行う

予定としております。 

 以上が本条例改正の内容でございますが、こ

の改正案につきましては、本定例会の最終日で

ある１２月１７日に議員発議をお願いしたいと
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考えております。よろしくお願いいたします。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） ただいま説明がござ

いましたが、何かございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） それでは、お諮りい

たします。 

 ただいま説明のとおり八代市議会の個人情報

の保護に関する条例の一部を改正する条例案に

ついては、本定例会最終日に本委員会のメンバ

ーで議員発議したいと思いますが、これに御異

議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 それでは、本発議案についての趣旨弁明はど

なたにいたしましょうか。（｢委員長にお願い

します」と呼ぶ者あり）委員長にという意見で

ございます。 

 議運の委員長という御指名でよろしいでしょ

うか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） それでは、私、委員

長とのことで御指名いただきましたので、その

ように決しました。 

 なお、案文につきましては事務局と整文等の

調整をすることとし、後日、発議の手続を取ら

せていただきますので御了承願いたいと思いま

す。 

○委員（大倉裕一君） 今の件は採決は採らな

くていいんですか。異議なしで大丈夫なんです

か。（｢何回か過去にもあっとるけん、そんと

きはどげんした」と呼ぶ者あり） 

○議会事務局次長（土田英雄君） これまでの

改正もですね、同じように異議なしということ

で採決等々は採っておられませんので、同じよ

うな手続を取らせていただいているという状況

でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） そういうことで、前

回と同様ということで。（委員大倉裕一君「よ

かです、はい」と呼ぶ） 

                             

◎その他 

○委員長（増田一喜君） それでは次に、２、

その他について何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 それでは、以上で本日の議会運営委員会を閉

会いたします。 

（午後３時０９分 閉会） 
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